


別表第１（第３条関係） 

１ 医療 

救急医療の維持・確

保 

取組の内容  夜間及び休日等における救急患者に対応するため、救

急医療体制の維持・確保を図るとともに、圏域住民へ救

急医療知識の普及啓発を行う。 

甲の役割  北海道社会事業協会富良野病院における第２次救急

医療体制の維持・確保を図るとともに、富良野医師会に

委託して、初期救急医療の体制確保と圏域住民への救急

医療啓発を行う。 

乙の役割  甲と連携して、北海道社会事業協会富良野病院におけ

る第２次救急医療体制の維持・確保を図るとともに、富

良野医師会とも連携し、初期救急医療の確保に努める。 

圏域医療体制の充

実 

取組の内容  圏域住民が安心して暮らせるよう、圏域医療体制の充

実を図る。 

 

甲の役割  圏域医療における役割分担のもとに、甲の地域におけ

る医療体制の充実を図るとともに、病病連携・病診連携、

医療情報の共有及びネットワーク化を促進する。 

乙の役割  圏域医療における役割分担のもとに、乙の地域におけ

る医療体制の充実を図るとともに、甲と連携し、病病連

携・病診連携、医療情報の共有及びネットワーク化を促

進する。 

  

 ２ 福祉 

審査会業務の共同

設置 

取組の内容  人材確保による業務の安定化と効率化を図るため、介

護認定審査会及び障害認定審査会の共同設置・共同運営

を推進する。 

甲の役割  乙と共同で設置する介護認定審査会及び障害認定審

査会の事務局として、当該審査会の運営を行う。 

乙の役割  甲と共同で設置する介護認定審査会及び障害認定審

査会の運営について、必要な協力を行う。 

障がい者福祉の推

進 

取組の内容  障がい者（児）の自立と社会参加を促進するため、地

域生活支援事業の広域利用を推進する。 

甲の役割  障がい者の自立促進と地域生活支援のため、乙と連携

して地域生活支援センターの広域利用を推進する。 

乙の役割 障がい者の自立促進と地域生活支援のため、甲と連携

して地域生活支援センターの広域利用を推進する。 

子育て支援の連携 取組の内容  障がい児の自立活動支援のため、療育施設の広域利用

を推進するとともに、子育て支援のため、保育所の広域

入所を推進する。 

甲の役割  富良野市こども通園センターを運営するとともに、乙

と連携して保育所の広域入所を推進する。 

乙の役割  甲と連携して保育所の広域入所を推進する。 

３ 教育 

学校教育の充実 取組の内容  児童生徒の健全育成のため、広域的な教育振興、人材

育成及び教材等の共同活用などにより効果的な教育施

策を推進するとともに、学校保健安全法の適用に関して

連携を図る。 

甲の役割  乙と連携して、児童生徒のための人材育成や教材の共

同活用等により、広域的な教育の振興を図る。また、学

校保健安全法の適用に関して中心的な役割を果たすと

ともに、乙と連携を図る。 

乙の役割  甲と連携して、児童生徒のための人材育成や教材の共

同活用等により、広域的な教育の振興を図るとともに、

学校保健安全法の適用に関して甲と連携を図る。 

図書館相互利用の

促進 

取組の内容  圏域住民の教育・文化の向上を図るため、図書館の相

互利用を促進する。 

 

甲の役割  乙と連携して圏域住民の図書館利用を促進するとと

もに、図書の充実と圏域住民への蔵書情報の提供を行

う。 

乙の役割 甲と連携して圏域住民の図書館利用を促進するとと

もに、図書の充実と圏域住民への蔵書情報の提供に努め

る。 

生涯学習の推進 取組の内容 圏域住民の学習機会の充実を図るため、連携する事業

を実施するとともに、公共施設の有効活用及び各公共施

設等で実施する講演、イベントや大会などの充実並びに

圏域住民への情報提供を促進する。 

甲の役割 乙と連携して連携事業を実施するなど公共施設の相

互利用を促進するとともに、学習機会の充実と圏域内の

情報を相互に交換し、甲の住民への周知を図る。 

乙の役割 甲と連携して連携事業を実施するなど公共施設の相

互利用を促進するとともに、学習機会の充実と圏域内の

情報を相互に交換し、乙の住民への周知を図る。 

 

４ 産業振興 

地域資源を生かし

た観光振興等 

取組の内容  圏域における観光と地場産品の振興を図るため、各市

町村が有する観光、食、物産品など地域資源の魅力や不

可価値を発展・向上させるとともに、各市町村及び関係

団体と連携して広域観光を推進する。また、イベント・

物産情報等を共有し、相互に参加・ＰＲしながら誘客宣

伝及び物産振興を図る。 

甲の役割 乙と連携し、地域資源を生かした広域観光を推進する

とともに、観光施設等の維持・整備、各種イベントの推

進、観光メニューの研究・開発、地場産品等の振興を促

進する。また、関係団体と連携し、着地型・滞在型観光

を促進する。 

乙の役割 甲と連携し、地域資源を生かした広域観光を推進する

とともに、観光施設等の維持・整備、各種イベントの推

進、観光メニューや地場産品等の研究・開発を促進する。

また、関係団体と連携し、着地型・滞在型観光を促進す

る。 



農業の振興 取組の内容 生産性の高い持続可能な農業振興のため、農業担い手

の育成・確保と生産性の向上を図るとともに、鳥獣によ

る農林業への被害防止のため、関係機関・団体と連携し

て被害状況や被害防止対策等の情報交換を行ない、効果

的な対策を推進する。 

甲の役割 乙及び関係機関・団体と連携し、農業担い手の育成・

確保と生産性の向上により農業農村振興を図る。また、

鳥獣による被害状況や被害防止対策等に係る情報交換

を相互に行ない、被害防止対策を講じる。 

乙の役割 甲及び関係機関・団体と連携し、農業担い手の育成・

確保と生産性の向上により農業農村振興を図る。また、

鳥獣による被害状況や被害防止対策等に係る情報交換

を相互に行ない、被害防止対策を講じる。 

通年雇用の促進 取組の内容 季節労働者などへの各種支援により、通年雇用化を促

進するとともに、地域人材開発センターの活用による圏

域住民の人材育成・能力開発を図る。 

甲の役割 乙及び関係機関・団体と連携し、季節労働者などの通

年雇用の促進のため、各種取組を図るとともに、圏域住

民の職業教育訓練など地域人材開発センターの活用を

推進する。 

乙の役割 甲及び関係機関・団体と連携し、季節労働者などの通

年雇用の促進のため、各種取組を図るとともに、乙の住

民の職業教育訓練など地域人材開発センターの活用を

推進する。 

 

５ その他 

低炭素社会に向け

た取組の推進 

取組の内容  低炭素社会の形成に向け、圏域の豊かな森林資源の保

全及び新エネルギーの活用をはじめ、地域に適合した多

様な取組を推進する。 

甲の役割 乙及び関係機関・団体と連携して、圏域の森林資源を

適正に保全するとともに、再生可能エネルギー等に係る

圏域内の情報交換と調査・研究を促進し、普及に努める。 

 

乙の役割 甲及び関係機関・団体と連携して、圏域の森林資源を

適正に保全するとともに、再生可能エネルギー等に係る

情報交換と調査・研究を促進し、普及に努める。 

 

廃棄物の広域分担

処理の推進 

取組の内容 一般廃棄物の安定的な処理を維持・確保するため、広

域分担による廃棄物処理と圏域内施設の広域利用を促

進するとともに、より効果的・効率的な処理方法につい

て調査・研究を図る。 

甲の役割 乙及び関係町村・広域連合と連携して一般廃棄物の広

域分担処理を維持するとともに、より効果的・効率的な

処理方法について調査・研究する。 

 

乙の役割 甲及び関係町村・広域連合と連携して一般廃棄物の広

域分担処理を維持する。 

住民相談事業等の

広域化 

取組の内容 複雑・多様化する住民の日常相談、法律相談、消費生

活相談に対応するため、広域的な取組を推進する。また、

火葬場の広域的使用の円滑化を図る。 

 

甲の役割 甲が実施又は設置する法律及び日常的な相談並びに

富良野市消費生活センターを広域的に運営し、圏域住民

の各種相談体制の確保に努める。また、火葬場の広域的

使用のため、必要な整備を図る。 

乙の役割 甲が実施又は設置する法律及び日常的な相談並びに

富良野市消費生活センターと連携を図り、各種相談体制

を確保するとともに、火葬場の広域的使用のため、必要

な整備を図る。 

 

  



別表第２（第３条関係） 

１ 地域公共交通 

地域公共交通の確

保 

取組の内容 圏域住民の移動手段の確保と利便性の向上を図るた

め、バス路線の維持・確保や交通施設の整備、多様な交

通手段の検討・実証・導入を行う。 

甲の役割  乙と連携してバス路線の維持・確保と利用促進に取り

組むとともに、デマンド交通等の多様な交通手段の検

討・実証・導入や乙に必要な情報を提供する。 

乙の役割  甲と連携してバス路線の維持・確保と利用促進に取り

組むとともに、公共交通を結ぶデマンド交通等の多様な

交通手段の検討・実証・導入や甲の取組に対する情報提

供と住民周知を図る。 

 

２ デジタルディバイドの解消へ向けたＩＣＴインフラ整備 

テレビ難視聴対策 取組の内容 地上デジタルテレビ放送の良好な視聴を維持・確保す

るため、放送事業者等が設置するテレビ中継局の整備及

び維持を推進する。 

甲の役割  乙及び関係町村と連携し、放送事業者等が設置するテ

レビ中継局の整備及び維持を図り、圏域内の良好な視聴

環境の形成を推進する。 

乙の役割  甲及び関係町村と連携し、放送事業者等が設置するテ

レビ中継局の整備及び維持を図り、圏域内の良好な視聴

環境の形成を推進する。 

 

３ 道路等の交通インフラの整備 

交通ネットワーク

の形成 

取組の内容 圏域内の利便性の向上や医療・経済等の圏域拡大に向

け、効率的な交通ネットワークの形成に向けた取組を推

進する。 

甲の役割  乙及び関係市町村と連携して、地域高規格道路 旭川

十勝道路や圏域市町村を結ぶ国道・道道などの幹線道路

網の整備、ＪＲ根室本線・富良野線の利便性向上などの

促進に向けた取組において、中心的な役割を推進する。 

乙の役割  甲及び関係市町村と連携して、圏域の効率的な交通ネ

ットワークの形成に向けた取組を推進する。 

 

 

４ 地域内外の住民との交流・移住促進 

地域内外の住民

との交流・移住促

進 

取組の内容 圏域内外の住民との交流を推進するとともに、国内外

からの移住定住を促進するため、地域資源である自然景

観・田園風景を活かした各種取組や関連施設の維持・整

備を推進するとともに、圏域内の情報交換を促進する。 

甲の役割  国内外からの移住定住や圏域内外の住民同士の交流

を促進するとともに、関連施設の維持・整備を図る。ま

た、圏域内の情報を収集し乙への情報提供と甲の住民へ

の周知を図る。 

乙の役割 国内外からの移住定住や圏域内外の住民同士の交流

を促進するとともに、関連施設の維持・整備を図る。ま

た、甲及び関係町村が提供する情報を乙の住民に周知す

る。 

別表第３（第３条関係） 

１ 宣言中心市等における人材の育成 

地域リーダー育

成研修 

取組の内容 地域に必要な人材を育成するため、地域・まちづくり

のグループや人材の育成を図るとともに、圏域住民に対

する学習機会や学習情報の提供、地域振興の取組を推進

する。 

甲の役割  地域に必要な人材を育成するため、圏域住民を対象と

した講座や講演会等を開催し、乙と連携して地域福祉の

向上、地域振興を促進させる取組を行う。 

 

乙の役割 地域に必要な人材を育成するため、甲及び関係町村と

連携し、圏域住民を対象とした講座や講演会等を開催

し、地域福祉の向上、地域振興を促進させる取組を行う。 

 

 

２ 圏域内市町村職員等の交流 

職員等の研修・交

流 

取組の内容 職員の資質向上と職員間のネットワークを強化する

ため、圏域職員を対象とする合同研修会を開催するとと

もに、職務・分野別などの研修と交流を促進する。 

 

甲の役割 乙及び関係町村と連携して、圏域職員を対象とした合

同研修会等に取り組むとともに、職務・分野ごとの研修

と交流を促進し、圏域内ネットワークの形成を図る。 

 

乙の役割  甲及び関係町村と連携して、圏域職員を対象とした合

同研修会等に取り組むとともに、職務・分野ごとの研修

と交流を促進し、圏域内ネットワークの形成を図る。 

 

 


